
⽔道料⾦の減額による町⺠⽣活⽀援のお知らせ
物価⾼騰に直⾯している町⺠の皆様の生活支援のため、国の「物価高騰対応
重点⽀援地方創⽣臨時交付⾦」を活用し、上下水道料金のうち上⽔道の
基本料⾦を２ヶ月分減免いたします。
また、今回の減額についてむかわ町から連絡や訪問をすることはありません。

●対象者 むかわ町上下水道事業と給水契約がある方
使用用途が「家事用」の方

●対象期間 令和7年12月・令和8年1月検針分（2ヶ月分）
●減額する金額 1,760円〜6,700円(1ヶ月あたりの上水道基本料金×2ヶ月分)
●申込手続き等 不要（上水道基本料金減額分を差し引いて請求となります）
●基本料金(月額)  口径13mm=880円,口径20mm=1,500円,口径25mm=3,350円

➊用途「家事用」
と記載がある場合、
対象となります

➋令和7年12月、
令和8年1月の2ヶ
月分が減額対象と
なります

➌上水道基本料金
は減額される前の
料金が記載されて
います
880円→減額後0円

➍請求予定金額は
減額される前の金
額が記載されてい
ます

【減額後の請求額（令和7年12月）】合計請求金額 8,536円
・上水基本料金 0円＋使用料金 4,008円=4,008円
・下水道基本料金 520円+使用料金 4,008円=4,528円 ※下水道料金は減額対象外となります。

⚠検針後に投函される「お知らせ」にはシステムの都合上、基本料金が記
載されていますが、お支払時には減額後の料金が請求されます。

上下水道料金等のお知らせの見方（参考）※検針後に投函される紙

お問い合わせ
むかわ町 経済建設課上下水道グループ 0145-42-2417 【受付時間】平日8:45〜17:30

➊
➋
➌

➍


